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「みんなでつくる�共に生き、共に支え合う安心のまち�阿蘇」
第 2次阿蘇市地域福祉計画を策定しました

問い合わせ　福祉課�総合福祉係　☎２２－３１６７　お５５－３１６７

市
で
は
、
平
成
20
年
３
月
に
策
定
し

た
阿
蘇
市
地
域
福
祉
計
画
を
見
直

し
、
平
成
25
年
３
月
に
「
第
２
次
阿
蘇
市

地
域
福
祉
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
第
２
次
計
画
は
、
第
１
次
計
画
で

掲
げ
た
「
み
ん
な
で
つ
く
る�

共
に
生
き
、

共
に
支
え
合
う�

安
心
の
ま
ち�

阿
蘇
」
の

基
本
理
念
を
継
承
し
、
行
政
や
社
会
福
祉

事
業
者
の
み
な
ら
ず
、
地
域
住
民
一
人
ひ

と
り
が
地
域
の
生
活
課
題
に
主
体
的
に
か

か
わ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
も

参
画
し
て
い
く
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に
よ

っ
て
、
理
念
の
実
現
を
目
指
し
て
い
く
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
受

け
手
で
あ
る
と
同
時
に
地
域
福
祉
活
動
の

主
体
と
し
て
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
な
お
、第
２
次
地
域
福
祉
計
画
（
本
文・

概
要
版
）
を
ご
希
望
の
方
は
、
市
役
所
福

祉
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
阿
蘇

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

案　内

み
ん
な
で
つ
く
る 

共
に
生
き
、
共
に
支
え
合
う
安
心
の
ま
ち 

阿
蘇

①地域意識の醸成と地域福祉意識の啓発
②交流・ふれあいの促進
③地域における支え合いのしくみの構築
④心のバリアフリー・多様性の理解の促進
⑤ボランティア活動の促進
⑥子育て家庭への支援

①きめ細やかな相談支援体制づくり
②�適切なサービス利用促進のためのしくみ
づくり

①地域ぐるみで健康づくり
②介護予防の推進
③生きがい活動の促進

①緊急時・災害時の助け合いのしくみづくり
②地域ぐるみで防犯活動
③�バリアフリー、ユニバーサルデザインの
まちづくり

※地域福祉とは…�それぞれの地域で人々が安心して暮らせるよう地域住民や地域の団体、民間企業、福祉サー
ビス事業者、行政などがお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方です。

計
画
の
体
系 1支え合い・ふれあいの

あるまちづくり

2利用者本位の
サービスが受けられる
まちづくり

3健康で生きがいの
持てるまちづくり

4安全・安心・快適に
暮らせるまちづくり

《 テーマ：チャレンジ！》てつぼうでさかあがりができないから、
　　　　　　　　　　�できるようになりたいです。（阿蘇西小３年・柴田虹

ななほ
歩）



市民の皆さまへ、大事なお知らせや制度などを紹介するコーナーです。
お問い合わせは各担当課までお気軽にどうぞ。（おはお知らせ端末の番号）City�information
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農業委員会からのお知らせ
「賃借や売買の権利移動」「贈与、相続」「農業者年金」
問い合わせ　農業委員会事務局　☎２２－３２５４　お２２－３２５４

農
地
の
賃
借
や
売
買
の
権

利
移
動
に
つ
い
て
は
、

農
業
委
員
会
に
届
け
出
て
許
可

を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
届
け
出
が
必
要
な
要
件
は
左

記
に
あ
げ
る
も
の
な
ど
で
す
。

▼
賃
借
権
等
の
解
除
の
届
出

　
（
農
地
法
第
18
条
６
項
）

▼
農
地
と
し
て
の
賃
貸
借
や
売
買

　
（
農
地
法
第
３
条
）

▼
自
己
所
有
農
地
を
転
用
す
る
場
合

　
（
農
地
法
第
４
条
）

▼
売
買
や
賃
借
で
転
用
を
行
う
場
合

　
（
農
地
法
第
５
条
）

▼
農
地
の
賃
貸
借
、
売
買

　
（
利
用
権
設
定
）

※�

農
業
委
員
会
は
、
毎
月
25
日

（
土
日
祝
日
に
か
か
る
場
合

は
前
後
し
ま
す
。）
に
開
催

さ
れ
、
申
請
の
締
め
切
り

は
、
毎
月
18
日
（
土
日
祝
日

に
か
か
る
場
合
は
前
後
し

ま
す
。）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

案　内

賃
借
や
売
買
の

権
利
移
動

農
地
を
家
族
に
贈
与
す
る

場
合
、
２
つ
の
方
法
が

あ
り
ま
す
。

【
一
括
贈
与
】

　
農
地
の
み
を
耕
作
目
的
で
一

括
に
贈
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、

贈
与
税
の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る

制
度
で
す
。

　
た
だ
し
、３
年
毎
に
贈
与
税・

不
動
産
取
得
税
の
猶
予
の
届
出

を
税
務
署
及
び
県
振
興
局
に
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。　

　
ま
た
、
贈
与
し
た
農
地
を
売

買
や
賃
貸
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。（
部
分
・
全
部
の
贈
与

税
が
確
定
し
ま
す
。）

【
相
続
時
精
算
方
式
】

　
農
地
を
含
む
資
産
を
贈
与
す

る
場
合
（
宅
地
・
家
屋
等
を
含

む
）、
２
５
０
０
万
円
内
で
あ

れ
ば
、
相
続
時
に
そ
の
贈
与
税

（
こ
の
場
合
は
相
続
税
と
し
て
）

を
精
算
す
る
制
度
で
す
。

　
た
だ
し
、
前
年
に
税
務
署
へ

の
届
出
が
必
要
で
す
の
で
、
資

産
証
明
書
を
取
ら
れ
一
度
税
務

署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

相
続
の
場
合
も
農
業
委
員
会

へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。
農

業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

農
業
者
の
方
な
ら
広
く
加
入

で
き
ま
す

　

�　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
で
、
年
間
60
日
以
上
農
業

に
従
事
す
る
60
歳
未
満
の

方
で
あ
れ
ば
誰
で
も
加
入

で
き
ま
す
。
農
地
を
持
っ

て
い
な
い
農
業
者
の
方
や
、

配
偶
者
や
家
族
従
事
者
も

加
入
で
き
ま
す
。

●�

少
子
高
齢
化
時
代
に
強
い
年

金
で
す

　

�　
自
ら
が
納
め
た
保
険
料
と

そ
の
運
用
収
入
を
将
来
受

給
す
る
年
金
の
原
資
と
し

て
積
み
立
て
る
、
積
み
立
て

方
式
の
年
金
で
す
。

●�

保
険
料
の
額
は
自
由
に
決
め

ら
れ
ま
す

　

�　
自
分
が
必
要
と
す
る
年
金

額
の
目
標
に
向
け
て
、
自

分
で
保
険
料
を
決
め
ら
れ

ま
す
。（
月
額
２
万
円
か
ら

６
万
７
千
円
ま
で
。）

●�

終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の
保

障
付
き
で
す

　

�　
年
金
は
生
涯
支
給
さ
れ
ま

す
。
仮
に
加
入
者
・
受
給
者

が
80
歳
前
に
な
く
な
っ
た

場
合
で
も
、
死
亡
し
た
翌
月

贈
与
、
相
続

か
ら
80
歳
ま
で
に
受
け
取

れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
、
農
業

者
老
齢
年
金
が
死
亡
一
時

金
と
し
て
遺
族
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

●�

手
厚
い
政
策
支
援
が
あ
り
ま
す

　

�　
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告

を
し
て
い
る
な
ど
、
農
業
の

担
い
手
と
な
る
方
に
は
、
国

か
ら
月
額
最
高
１
万
円
の

保
険
料
補
助
が
あ
り
ま
す
。

国
庫
補
助
額
も
自
分
の
年

金
と
し
て
受
給
で
き
ま
す
。

※�

農
業
者
年
金
の
詳
し
い
内
容

に
つ
い
て
は
、
農
業
委
員

会
、
Ｊ
Ａ
阿
蘇
各
支
所
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
業
者
年
金

現況届は忘れずに提出を！
6月 28日金までに提出してください！

農業者年金を受給されている方は、毎年６
月に現況届が必要となります。５月末日頃
に、農業年金基金から現況届の通知が発送
されていますので、署名の上、必ず提出し
てください。

《 テーマ：チャレンジ！》
　漢字をがんばりたい。　　（阿蘇西小４年・江入巴

はづき
月）
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市役所からのお知らせ

外国人住民の方にも「住基ネット」「住基カード」の
運用が始まります

問い合わせ　市民課�戸籍係　☎２２－３１３５　お５５－３１３５

７
月
８
日
か
ら
外
国
人
住
民
の
方
に

も
「
住
基
ネ
ッ
ト
」
の
運
用
が
始

ま
り
、「
住
基
カ
ー
ド
」
の
交
付
も
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

●
「
住
基
ネ
ッ
ト
」
と
は
？

　

�　
住
民
基
本
台
帳
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

し
た
全
国
共
通
の
本
人
確
認
が
で
き

る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

※�

住
基
ネ
ッ
ト
の
運
用
開
始
に
あ
た
っ

て
、
外
国
人
住
民
の
方
が
手
続
き
を
行

う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

�
７
月
８
日
以
降
に
ご
自
分
に
付
番
さ
れ

た
住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知
書
を
送
付

い
た
し
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

●
「
住
基
カ
ー
ド
」
と
は
？

　

�　
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
優
れ
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
で
「
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
」
は
公

的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
も
使
え
ま

す
。

※�

住
基
カ
ー
ド
の
取
得
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、左
記
の
も
の
を
ご
持
参
の
う
え
、

ご
本
人
が
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
持
参
書
類
等

▼
在
留
カ
ー
ド
等
（
本
人
確
認
の
た
め
）

▼
手
数
料
５
０
０
円

案　内

（外国人住民に係る住民基本台帳制度について）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

募　集

環境基本計画策定のため、市民の皆さんのご意見を募集
パブリックコメント　６月２４日月まで

問い合わせ　住環境課�都市・環境係　☎２２－３１６９　お２２－３１６９

阿
蘇
市
環
境
基
本
計
画
の
策
定
に
あ

た
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●�

公
表
場
所　

▼
阿
蘇
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
住
環
境
課　
都
市
・
環
境
係

▼
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
及
び
各
支
所
）

●
募
集
期
間　
６
月
24
日
月
ま
で

●�

提
出
方
法　
ご
意
見
は
、
住
所
、
氏
名

及
び
電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、
左
記

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
お
送
り
下
さ

い
。（
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
）

▼
書
面
で
の
提
出　
▼
郵
送　

▼
Ｆ
Ａ
Ｘ　
▼
Ｅ
メ
ー
ル

●�

ご
意
見
の
取
り
扱
い　
い
た
だ
い
た
ご

意
見
等
を
取
り
ま
と
め
、
市
の
考
え
方

等
を
阿
蘇
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

公
表
し
ま
す
。
な
お
、
ご
意
見
の
公
表

に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報

は
公
表
し
ま
せ
ん
。

●
提
出
先　
〒
８
６
９
‐
２
６
９
５

　
阿
蘇
市
一
の
宮
町
宮
地
５
０
４
番
地
１

　
住
環
境
課　
都
市
・
環
境
係

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
２
２
‐
３
１
１
５

　
Ｅ
メ
ー
ル
：kankyou@

city.aso.lg.jp

詳しくは、阿蘇市ホームページをご覧ください。

《 テーマ：チャレンジ！》　漢字のプロになりたいです。　（阿蘇西小４年・上村悠
ゆうり
莉）




